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弁理士同友会 第２回研修会のご案内 
（日本弁理士会 東海支部室より中継） 

 

拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 今般、いいだ特許事務所所長の飯田昭夫先生をお招きして、下記の内容についてご

講演いただくことに致しました。 

 参加希望者は、申込書に必要事項をご記入の上、１０月２５日（木）までにＦＡＸ、

eメールまたはお申込フォームにてお申し込み下さい。皆様のご参加をお待ちしており

ます。 

 なお、本研修は、テレビ会議システムを利用して日本弁理士会 東海支部室より中継

して実施致します。 

 また、本研修は、日本弁理士会の継続研修として実施し（単位認定申請中）、所定の

申請をすると外部機関研修として単位が認められる予定です（予定単位数：２単位）。

１５分以上の遅刻をした場合には、受講したものと認められません。公共交通機関等

の遅延、自己の行為に起因しない理由であっても、受講したものと認められませんの

で、時間に余裕をもって会場にお越しください。また、中座、早退の場合については、

時間にかかわらず、受講したものと認められません。 

敬具 

記 

 

テーマ『技術上の営業秘密をデザイン経営で活かすには！』 
 

 経産省と特許庁は本年５月｢『デザイン経営』宣言｣を発表、内閣府も『知財のビジネ

ス価値評価検討タスクフォース報告書～経営をデザインする～』(５月)と「知的財産戦

略ビジョン~“価値デザイン社会”を目指して～」(６月)を発表しました。 
また、NIKKEI DESIGN では宗像特許庁長官が「デザインは企業が大切にしている価

値や、それを実現しようとする意志を表現する営みです。製品の外観だけではありませ

ん。企業としてのあらゆるコミュニケーション、顧客から見れば企業と接点を持つあら

ゆる体験に、その価値や意志を徹底させる。それが一貫して伝わることで｢この企業じ

ゃなきゃ駄目｣と思わせるブランド価値が生まれる。さらにデザインは、イノベーショ

ンを実現する力になります。・・・」と述べています。 
このように、デザインが単に製品の外観を洗練させることだけではなく、企業が大切に

している価値や、それを実現しようとする意志を表現する営みということに着目し、

「企業の価値ある営業秘密を、企業の意志として表現する手法としてデザインが活用で

きるか、また法的保護はどうあるべきか」を、意匠法・商標法・特許法・不正競争防止

法等を基本にして説明します。 

 

講 師  飯田 昭夫 先生 (いいだ特許事務所所長） 

1972年弁理士登録 

米国特許庁審査官研修コース・ロースクールと米国法律事務所で研修 

弁理士会東海支部長、日本弁理士会副会長、文化審議会専門委員、科学技術・学術



審議会専門委員、内閣府総合科学技術会議専門委員、内閣府 産学官連携功労者表

彰選考委員会委員、文部科学省 大学等産学官連携自立化プログラム推進委員会委

員等を歴任 

現在：いいだ特許事務所所長、国士舘大学教授（理事・副学長・大学院 総合知的

財産法学研究科研究科長兼任）、名古屋工業大学大学院・徳島大学工学部非常勤講

師 

 

日 時  平成３０年１１月１日（木） 午後６時５０分～９時００分 

場 所  弁理士会館地下 Ｂ１－ＡＢ合同会議室 
会 費  登録３年未満（未登録含む）：無料（会員・非会員とも） 

     登録３年以上：同友会会員 １,０００円 

            弁理士クラブ会員 ３，０００円 

  同友会・弁理士クラブ非会員 ４,０００円 

 

---------------------------------切り取り不要-------------------------------- 

 

 
研 修 会 申 込 書 

 
研修委員長 横田 香澄 宛 ＦＡＸ： ０３－３２３７－３９９７ 
              E-Mail： pat-yokota[AT]sun-group.co.jp 
                  （[AT]を@に変換して下さい） 
 
お申込フォーム：https://business.form-mailer.jp/fms/71e8d64593948 

 
 
１１月１日（木）の第２回研修会に参加を申込みます。 
 
 
  

ご氏名                   

 

同友会会員 ・ 弁理士クラブ会員 ・ 非会員 

（いずれかに○印） 

 

登録３年未満  （該当する場合に○印） 

 

 

登録番号                  

 

連絡先ＴＥＬ                

 

E-Mail                   

 

 

 


